
 

 

 

宮城県市町村職員退職手当組合特定事業主行動計画 
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令和５年１２月２５日 

宮城県市町村職員退職手当組合長 



Ⅰ 総論  

１ 計画の目的  

  本組合では、次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120号）第 19条

及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 

号。以下「女性活躍推進法」という。）第 19条の規定に基づき、宮城県市町村

職員退職手当組合特定事業主行動計画（平成 28年告示第５号）を定めていると

ころである。 

  今回、これまでの特定事業主行動計画を見直し、以下の目標を達成するため

新たに宮城県市町村職員退職手当組合特定事業主行動計画（第２期）（以下「本

計画」という。）を定め、それぞれの職場の継続的な状況把握、分析に努めると

ともに、取組内容を評価し、必要な改善を行うことにより、職員の理解を促し

ながら、女性職員が輝ける職場環境づくりを推進するものである。 

 

 ２ 計画期間 

   この計画の実施期間は、令和６年１月１日から令和８年３月 31 日までの２年

３か月間とする。 

 

 ３ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  

組織全体で継続的に女性の職業生活における活躍対策を推進するため、各年度

において、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達

成状況の点検・評価等について、随時協議を行い、その後の対策の実施や計画の

見直しに反映する。 

また、前年度の取組状況をホームページへの掲載等により公表する。 

  

Ⅱ 女性職員の活躍に関する現状の把握 

 （１）採用した職員に占める女性職員の割合（令和４年度現在） 

   ※ 令和２年度から令和４年度まで新規採用者なし。 

 （２）平均した継続勤続年数の男女の差異 

区分 年度 女性 男性 男性との比較 

職員数 
令和２年度 

２人 ４人 △２人 

継続勤務年数 15年 18年 ３年 

職員数 
令和３年度 

２人 ４人 △２人 

継続勤務年数 16年 19年 ３年 

職員数 
令和４年度 

２人 ４人 △２人 

継続勤務年数 17年 20年 ３年 

  

 

 

 



 【現状分析】 

    職員数が少ないため、採用者及び退職者の変動も少なく、男女とも継続勤務

年数を比較すると３年となっている。 

    なお、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主

行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令第 61号）第２条第１項

第２号においては離職率の男女差及び離職者の年代別男女別割合を示すこと

となっているが、同項ただし書きの規定により平均勤続年数の男女の差異をも

ってこれに代えている。 

（３）職員に占める女性職員の割合    

年度 職員総数 女性職員数 割合 

令和２年度 ６名 ２名 33.3％ 

令和３年度 ６名 ２名 33.3％ 

令和４年度 ６名 ２名 33.3％ 

  【現状分析】 

    職員数（定員は７名）が少ないため、定期的に職員を採用することが困難で

あり、女性職員の割合については３割弱となっている。男性と比較して若干割

合が低くなっているので、女性職員の受験者数を増やすため、女性にとって魅

力的な働きやすい職場環境を整備し、情報発信していくことが必要である。 

 （４）管理的地位に占める女性職員の割合 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

女性管理職員数 ０人 ０人 ０人 

全管理職員数 １人 １人 １人 

女性職員の割合 ０％ ０％ ０％ 

 （５）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
伸び率 

(R4-R2) 

課長級以上 

女性職員数 ０人 ０人 ０人 ― 

全職員数 １人 １人 １人 ― 

女性の割合 ０％ ０％ ０％ ０ポイント 

課長補佐級 

女性職員数 １人 １人 １人 ― 

全職員数 １人 １人 １人 ― 

女性の割合 100％ 100％ 100％ ０ポイント 

係長級 

女性職員数 ０人 ０人 ０人 ― 

全職員数 １人 １人 １人 ― 

女性の割合 ０％ ０％ ０％ ０ポイント 

【現状分析】 

    職員数が少なく、年齢構成もあるため、女性管理職がいない状況であるが、

男女関係なく勤務成績に応じて管理職を任命しているので、当該方針を継続し

ていくことが必要である。 



 （６）男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

   ※ 令和２年度から令和４年度まで取得者なし。 

 （７）男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率 

※ 令和２年度から令和４年度まで取得者なし。 

【現状分析】 

    職員数が少なく、育児休業、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の対

象となる者がいない状況である。対象者が生じた場合は、各制度について説明

し、積極的な取得を促すことが必要である。 

 （８）時間外勤務の状況（管理的地位にある職員以外の各月ごとの平均時間） 

区分 

職員一人当たりの時間外勤務 

時間数（時間） 

時間外勤務の上限を超えた職員数 

            （人） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

４月 12.2 8.7 9.5 0 0 0 

５月 0.0 0.5 0.0 0 0 0 

６月 0.0 0.0 0.8 0 0 0 

７月 0.0 0.0 0.0 0 0 0 

８月 0.2 0.0 0.0 0 0 0 

９月 0.3 0.0 0.0 0 0 0 

10月 0.5 0.5 0.8 0 0 0 

11月 0.0 0.0 0.4 0 0 0 

12月 0.0 0.7 0.7 0 0 0 

１月 0.2 0.2 2.5 0 0 0 

２月 0.0 0.0 0.2 0 0 0 

３月 2.8 3.0 5.7 0 0 0 

    ※職員一人当たりの時間外勤務時間数は各月ごとの時間外勤務時間の合計

を対象員数（５名）で除して、小数点以下第２位を四捨五入した数値。 

  【現状分析】 

    年度末退職者の退職手当の支払い及び新規採用者の登録件数が多い４月は

時間外勤務時間が多くなっている。年度平均では月１時間弱となっており、引

続き業務内容や事務分担の見直しを行い、時間外勤務の短縮に努める必要があ

る。 

 （９）年次休暇取得日数（１月１日～12月 31日） 

区分 令和２年 令和３年 令和４年 

平均取得日数 7.2日 9.1日 7.5日 

【現状分析】 

    年度平均で取得日数が 10 日以下となっている。業務内容や事務分担の見直

しを定期的に行い、取得しやすい環境を整備する必要がある。 

 

 



 （10）ハラスメント等対策の整備状況 

    宮城県市町村職員退職手当組合職員のハラスメントの防止等に関する要綱

（令和５年規程第２号）に基づき、相談窓口を設置し、ハラスメントに関する

苦情の申出及び相談に対応できる環境を整備している。 

 

Ⅲ 目標の設定 

法第９条第３項及び女性の職業生活における活躍に関する法律に基づく特定事

業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令第 61号）第２条に基づ

き、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情につ

いて分析し、女性職員の活躍を推進するため、次の目標を設定する。 

（１）配偶者出産休暇の取得率について、80％以上を目標とする。 

（２）男性職員の育児休業の取得率（取得者／対象者）について、80％以上を目

標とする。 

（３）職員一人当たりの時間外勤務時間について、第１期の数値目標である月平

均６時間を超えないように引き続き職員の意識向上を図るとともに、適宜業

務量の見直しを行う。 

（４）職員一人当たりの年次休暇の取得が年間 10 日（取得率 50％）以上となる

ように、取得率の低い職員に対し取得を促す。 

 

Ⅳ 目標を達成するための取組及び実施時期 

Ⅲで掲げた数値目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

（１）出産を控えている全ての男女に対し、管理職員による面談を行い、各種両

立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等）の活用

推進やキャリアプランに関する助言を行う。 

（２）育児休業等の両立支援制度を利用したことのみによって、昇格・昇任に不

利益とならないようにする。 

（３）育児休業等の取得前後において、職場との連絡体制の確保等の必要な支援

を行う。 

（４）男性の育児休業取得の促進に向けて、管理職員の意識改革を図る。 

（５）管理職員が各職員に早期退庁を勧奨する。 

（６）職員の業務分担の見直しを定期的に行い、各職員の業務量の平準化を図る。 

（７）年次有給休暇の取得目標を定め、各職員への徹底を図る。 

（８）ワークライフバランス（仕事と生活の調和）推進に資するような効率的な

業務運営や良好な職場づくりを実施する。 


